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第１章　　変更の内容

　第１　　地域及び地積

１　地　域

２　地　積 （単位：ha）

田 畑 その他 道・水路 計 田 畑 その他 道・水路 計

38.4 7.0 0.1 3.9 49.4 38.4 7.0 0.1 5.3 50.8

　第２　主要工事計画

A= ha A= ha A= ha

変　更　後　　　        現況地目
市町名

変　更　前

佐賀市鍋島町鍋島・森田・蛎久

変　更　前 変　更　後

佐賀市鍋島町鍋島・森田・蛎久

49.4

1.4

区画整理

変　更　前工　　種

佐賀市鍋島町

変　更　後

50.8

増　　減

1.4

増減



　第３　事　業　費　（工事雑費等除く）

（単位：千円）

　第４　予定工期

工法変更
変　更　前

-

変　更　後 増　　減
自然増 事業量変更

-1,285,000 - -

平成26年度～令和7年度

変　　更　　後

平成26年度～令和8年度

変　　更　　前

1,285,000

増　減　の　内　訳



第３章　　変更後の計画概要

　第１　　目　的

　第２　　地域の所在及び現況

１　地　域 佐賀市鍋島町鍋島・森田・蛎久

２　地　積 （単位：ha）

田 畑 その他 道・水路 計

38.4 7.0 0.1 5.3 50.8

３　現　況

　　　　　　　現況面積
　市町名

佐賀市鍋島町

　 本地区は、佐賀県佐賀市のほぼ中央に位置し、東に佐賀大学医学部、西に嘉瀬川、南に国道３４号線に囲まれた区域で、地形勾配1／1000程度の平坦地

域であり、契約栽培等、市街地近郊の農業地域である特色を活かした農業が展開されている。

　しかし、生産基盤となる農地は狭小・不整形で湿田となっており、農道も十分に配置されていないなど、生産条件が悪く、農作物の収量も低い。これら

により、地域の水田農業を担うため組織化された集落営農の経営にも支障をきたしており、農家の高齢化、後継者不足による影響から耕作放棄地の増加等

が課題となっている。

　このため、未整備となっている農地で区画整理を実施し、併せて農道や農業用用排水施設の整備を行うことで、農地の集積による集落営農組織の育成・

確保、市街地近郊である特色を活かした農業の展開等により、農家や集落営農組織が効率的で安定した農業経営を実現させ、集落営農組織を主体とした農

業の持続的な発展を図る。

　本地区は、北山ダム（佐賀市富士町）に貯留した農業用水を川上頭首工（佐賀市大和町）にて河川（嘉瀬川）から取り入れ、国営事業で造成された水路

を通じて地区内に取水している。

　土壌は灰褐色土壌型、グライ土壌強粘土型の肥沃な土壌で、地区内の現況道路は狭く、各ほ場への配置も十分ではない。

　また、土水路は狭小で浅く、農地の排水も悪いことから湿田化している。

　作付されている主要作物は、水稲・麦・大豆の土地利用型農業を主体にホウレンソウ、白菜等の作付が展開されているが、生産基盤が未整備であるた

め、農作業の効率が悪く、農作物の収量が低い、施設維持管理費が高い等の課題により安定した農業経営に支障をきたしている。



第２章　　変更を必要とする理由

　　ほ場整備受益地区の編入、除外及び道水路配置計画の見直しによる事業量並びに事業費の変更をおこなう。

　　第１　地域の変更

　　第２　主要工事計画の変更 変更なし

A= 40.6 ha A= 40.6 ha A= - ha

L= 8,842 ｍ L= 8,842 ｍ L= - ｍ

L= 3,091 ｍ L= 3,091 ｍ L= - ｍ

L= 4,683 ｍ L= 4,683 ｍ L= - ｍ

L= 4,101 ｍ L= 4,101 ｍ L= - ｍ

n= 3 箇所 n= 3 箇所 n= - 箇所制水門

用排水路工
（開水路）

排水路工

名　　称

区画整理

変更後

49.4
編入　1.4ha
除外　  - ha

整地工

道路工

用水路工
（パイプライン）

50.8

変　更　理　由増　　減変　更　前 変　更　後工　　種

-

備　考
変更前

面　　　積(ha)

-

-

-

変　更　理　由

地区界水路については、国土調査時に長狭物として処理されてい
たため、今回、当該土地について換地処分の手続きにより処理を
行うため。

-

-



　　第３　事業費の変更 変更なし

仮設工 17,691 17,691 0 -

制水門 30,275 30,275 0 -

排水路工 113,607 113,607 0 -

用排水路工
（開水路）

260,608 260,608 0 -

用水路工
（パイプライン）

89,594 89,594 0 -

道路工 238,221 238,221 0 -

1,043,594

工種

157,362 157,362 0

整地工 293,598 293,598 0 -

0

事業費　（千円）

変更前 変更後 増△減

1,043,594 0

計

変更理由

-

-

-

工事費

測量試験費

用地補償費

換地費 73,331 73,331 0

1,285,000 1,285,000 0

10,713 10,713



　第３　　基本計画

１　一般計画

２　環境配慮

　第４　　工事又は管理の要領

１　工事の概要

(1)区画整理工 田 33.5ha 畑7.1ha

標準区画　30a（100ｍ×30m）

(2)道路工 L=8.84km

幹線道路(幅員5m)　L=2.42km（アスファルト舗装L=1.72km、砂利舗装L=0.70km）

支線道路(幅員4m)  L=5.49km（アスファルト舗装L=0.95km、砂利舗装L=4.54km）

耕作道路(幅員4m)  L=0.93km（砂利舗装）

　本地区は、佐賀市田園環境マスタープランにおいて、環境配慮区域に位置することから、周辺環境や生態系保全に配慮した整備計画とする。
　農業用用排水路の整備については、小型淡水魚への配慮として水路内に生息環境を十分配慮した施設を設置することとしている。
　また、農地や土水路に植生した希少植物や保全対象生物が確認された場合は、速やかに関係機関との協議を行い、移植・保護に努めることとする。

　本地区の農地(A=45.4ha)について、ほ場整備を行う。農地の区画は30a(100ｍ×30m)を標準とし、乾田化を図るために暗渠排水を行う。かんがい用水は、
国営土地改良事業で造成された北山ダム、川上頭首工、大井手幹線水路、鍋島幹線水路を経由し地区内に取水する計画である。
　かんがい方式は、農業用水を貯留する用排水路（開水路）に揚水機場を設置し、各ほ場へは管水路（パイプライン）を通じ吐出口から配水する計画であ
る。ただし、北側の一部の区域については、自然流下で取水する計画である。
　排水については、狭小な地区内の土水路をコンクリート水路に整備し、幹線用排水路、支線用排水路、小排水路を通じて下流の準用河川八尻川に排水す
る。
　農道については、５ｍ幅員の幹線道路、４ｍ幅員の支線道路及び３ｍ幅員の耕作道路を配置する計画である。



(3)用水工 水源　国営嘉瀬川土地改良事業　北山ダム

　　　国営佐賀中部総合農地防災事業　川上頭首工、大井手幹線水路、鍋島幹線水路

幹線用排水路   L=1.96km

支線用排水路   L=2.01km

支線用水路　 L=0.72km

パイプライン 　L=3.09km

揚水機場 N=3箇所

(4)排水工 幹線排水路 　　L=0.68km

支線排水路　　 L=0.40km

小排水路　 　　L=2.23km

畑排水路 　　　L=0.79km

(5)暗渠排水工 暗渠排水 40.1ha（有材暗渠）

２　管理の要領

 今回の施行に伴い造成された施設の管理区分は以下のとおりとする。

 (1)鍋島本村土地改良区が管理を行う施設

     ①耕作道路（3ｍ）水路交差部の暗渠施設

     ②パイプライン、揚水機場

     ③幹線用排水路、支線用排水路、支線用水路、幹線排水路、支線排水路、小排水路

     ④水路に設置される制水門

 (2)佐賀市が管理を行う施設

     ①幹線道路(5m)、支線道路(4m)



　※暗渠排水及び畑排水路は、個人の農地に付帯した施設であるので、管理は個別農家で行うこととする。

　第５　　換地計画の要領

１　換地計画樹立の必要性

　圃場整備の施行により区画の変更を行うため、地区全体の換地計画を立てる必要がある。

２　換地計画樹立の基本方針

(1)従前の土地の地積の基準

　換地交付の基準とする従前の土地の地積は、土地改良事業計画決定の日の登記簿地積とする。

(2)農用地集団化の方法

（3）非農用地の換地方針

（4）清算の方法

　　　「比例地積清算」

区分

換地区

鍋島本村

種類

雑種地

換地取得予定者 その他

鍋島町大字鍋島字本村地内 209㎡ 特定用途用地 江口　末雄

鍋島本村

地帯別、グループ
別団地の設定

区分

換地区

個人別換地の方法

一戸当たり目標団地数 区画畦畔の取扱い

移動畦畔
原則として２団地以内を目標
とする。但し、畑と特殊地を
除く。

集落別
作物別
地目別
集団化

位置選択

原則として従前地の密集した
位置を中心とした換地を行う

非農用地区域の位置の概略 面積 換地の手法



３　土地改良法第５条第６項に規定する国有地等の編入承認にかかる地積

４　換地処分の時期に関する特則

　第６　　費用の概算

　総事業費　　 1,309,298千円 （ 事業費 1,285,000千円、工事雑費24,298千円 ）

機能交換に係る土地

県有地国有地

区分

用途

道路

水路

河川

1.332.74

1.27

4.07

1.27

4.07

　区画変更工事が完了し、確定測量が行われたときは、土地改良法第５４条第２項及び同法第８９条の２第10項１の本文の規定にかかわらず、換地
処分を行うことができるものとする。

その他

計

0.02

0.022.58

0.02

5.36

-

5.342.76

0.02 1.25

備　　考合計一般国有地計市有地



　第７　　効　用

年総効果額 （単位：千円）

（参考） ・費用対効果＝総便益÷総費用

　　　　　　＝2,907,485千円÷1,798,127千円＝1.61

総便益は、事業期間＋評価期間（40年間）で発生する事業による効果額の合計

総費用は、本事業費とこれに関連した施設の整備費で評価期間（40年間）の施設更新費を含む

　第８　　他の事業との関係

　　　該　当　な　し

　第９　　計画概要図

　　　別 紙 1 　位 置 図

　　　別 紙 2 　一 定 地 域 図

国産農産物安定供給効果

計

4,200

124,653

項　　　目

作物生産効果

年効果額

17,258

年増加農業所得額

9,671

維持管理費節減効果

営農経費節減効果

△ 1,979

105,174

115,698

△ 1,160

107,187

-                  
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（様式2）

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ

田 58 3.995 45 3.638 74 8.240 85 8.555 68 7.112 20 1.073 350 32.613 すべて少数第４
位　　　四捨五入

畑 21 0.962 1 0.012 23 0.601 26 0.868 31 0.836 12 0.570 114 3.849

宅地 0 0.000

山林 0 0.000

原野 0 0.000

雑種地 4 0.113 1 0.021 5 0.134

池沼 0 0.000

小計 83 5.070 46 3.650 97 8.841 112 9.444 99 7.948 32 1.643 469 36.596

水路 0 0.000

河川 0 0.000

道路 0 0.000

田 0 0.000

畑 0 0.000

雑種地 0 0.000

小計 0 0.000

83 5.070 46 3.650 97 8.841 112 9.444 99 7.948 32 1.643 469 36.596

民有地

公用地

合　　計

- 添付 1-1 -

区　分 地　目

佐賀市　鍋島町

小計
備　　考

大字鍋島

字一本杉 字二本杉 字三本杉 字四本杉 字五本杉 字浦田

　地域を記載した書面



（様式2）

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ

田 54 3.124 1 0.017 26 1.493 2 0.174 83 4.808 433 37.421 すべて少数第４
位　　　四捨五入

畑 38 1.911 2 0.144 13 0.707 0 0.000 53 2.762 167 6.611

宅地 0 0.000 0 0.000

山林 0 0.000 0 0.000

原野 0 0.000 0 0.000

雑種地 1 0.010 1 0.010 6 0.144

池沼 0 0.000 0 0.000

小計 92 5.035 3 0.161 40 2.210 2 0.174 0 0.000 137 7.580 606 44.176

水路 152 3.989 152 3.989 152 3.989

河川 0 0.000 0 0.000

道路 119 1.237 119 1.237 119 1.237

田 0 0.000 0 0.000

畑 0 0.000 0 0.000

雑種地 3 0.021 3 0.021 3 0.021

小計 274 5.247 274 5.247 274 5.247

92 5.035 3 0.161 40 2.210 2 0.174 274 5.247 411 12.827 880 49.424

※公用地は字で区分できないため、大字単位で集計

合　　計

区　分 地　目

佐賀市　鍋島町

小計
大字鍋島

合計
備　　考

大字鍋島

字地蔵 字地蔵篭 字天神 字屋敷副

公用地

民有地

- 添付 1-2 -

　地域を記載した書面



（様式2）

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ

田 5 0.925 5 0.925 438 38.346 すべて少数第４
位　　　四捨五入

畑 3 0.357 3 0.357 170 6.968

宅地 0 0.000 0 0.000

山林 0 0.000 0 0.000

原野 0 0.000 0 0.000

雑種地 0 0.000 6 0.144

池沼 0 0.000 0 0.000

小計 8 1.282 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 8 1.282 614 45.458

水路 3 0.083 3 0.083 155 4.072

河川 0 0.000 0 0.000

道路 1 0.037 1 0.037 120 1.274

田 0 0.000 0 0.000

畑 0 0.000 0 0.000

雑種地 0 0.000 3 0.021

小計 4 0.12 4 0.120 278 5.367

8 1.282 4 0.120 0 0.000 0 0.000 0 0.000 12 1.402 892 50.826

※公用地は字で区分できないため、大字単位で集計

備　　考
字一本椿 ※字が不明確

大字森田
合計

佐賀市　鍋島町

大字森田 合計

公用地

区　分

- 添付 1-3 -

　地域を記載した書面

合　　計

地　目

民有地



（様式2）

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ 筆 ｈａ

田 3 0.017 3 0.017 441 38.363 すべて少数第４
位　　　四捨五入

畑 0 0.000 170 6.968

宅地 0 0.000 0 0.000

山林 0 0.000 0 0.000

原野 0 0.000 0 0.000

雑種地 0 0.000 6 0.144

池沼 0 0.000 0 0.000

小計 3 0.017 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.017 617 45.475

水路 0 0.000 155 4.072

河川 0 0.000 0 0.000

道路 0 0.000 120 1.274

田 0 0.000 0 0.000

畑 0 0.000 0 0.000

雑種地 0 0.000 3 0.021

小計 0 0.000 278 5.367

3 0.017 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.017 895 50.843

※公用地は字で区分できないため、大字単位で集計

地　目

佐賀市　鍋島町

大字蠣久
合計

合計
備　　考

大字蠣久

字寄人
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　地域を記載した書面

民有地

公用地

合　　計

区　分



（様式３）

　県営土地改良事業（農地整備事業（経営体育成型））鍋島本村地区によって造成された施設の予定管理方法等

1 管理者

　鍋島本村土地改良区

　佐賀市役所

2 管理すべき施設の種類と予定管理者

　幹線用排水路 L=1.96km　（鍋島本村土地改良区）

　支線用排水路 L=2.01km　（鍋島本村土地改良区）

　支線用水路 L=0.72km　（鍋島本村土地改良区）

　幹線排水路 L=0.68km　（鍋島本村土地改良区）

　支線排水路 L=0.40km　（鍋島本村土地改良区）

　小排水路 L=2.23km　（鍋島本村土地改良区）

　パイプライン L=3.09km　（鍋島本村土地改良区）

　揚水機場 N=3箇所 　（鍋島本村土地改良区）

　制水門 N=3箇所 　（鍋島本村土地改良区）

　幹線道路（幅員5ｍ） L=2.42km（アスファルト舗装・砂利舗装） （佐賀市）

　支線道路（幅員4ｍ） L=5.49km（砂利舗装） （佐賀市）

　耕作道路（幅員3ｍ） L=0.93km（砂利舗装） （鍋島本村土地改良区）

3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項

　・用水は、国営土地改良事業で造成された北山ダム、川上頭首工、大井手幹線水路、鍋島幹線水路を経由し取水する計画である。

　・排水は、幹線用排水路、支線用排水路、小排水路、畑排水路を通じて下流の準用河川八尻川に排水する。

4 管理に要する費用の負担方法

　・土地改良区が管理する施設の維持管理については、地元各集落による夫役による。

　・佐賀市が管理する農道の日常管理を除く維持管理は、佐賀市が費用を負担し管理を行う。

5 その他管理方法に関する基本的事項

　・本事業で造成された施設の管理は、事業完了後の予定管理者である、鍋島本村土地改良区、佐賀市が譲与を受け、適正に管理を行う。
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（様式４）

　　

　県営土地改良事業（農地整備事業（経営体育成型））鍋島本村地区における事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準

1 総事業費の予定額

工 事 費 千円

工事雑費 千円

事 務 費 千円

計 千円

2 事業費の負担区分の予定 (単位：千円、％)

比率

金額

比率

金額

比率

金額

　付記
　　(1)　総事業費は物価の変動により、多少の増減はあるものとする。

3 地元負担の予定基準

　受益者負担金は、県営土地改良事業（農地整備事業（経営体育成型））鍋島本村地区に係る地域を区域とし、鍋島本村土地改良区が負担する。

工 事 費

工 事 雑 費

事 務 費

計

34,224 工事費の3％以内

160,625

50%

0

379,772 160,625
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0

642,500

0%

1,285,000

100%

24,298 工事費の2％以内

0% 100% 0% 0% 100%

1,343,522

区　分

1,285,000

34,224

国　庫 県　費

1,343,522

24,298

備考
分・負担金

市町村 受益者

34,224 0

25%

642,500

計

100%

160,625321,250

0

0%

0

160,625

0

12.5%12.5%

100%

24,298

0%


